
平
日
に
都
合
が
合
わ
な
い
方
の

た
め
に
、
休
日
の
納
税
相
談
窓

口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
相
談

の
ほ
か
、
窓
口
で
市
税
の
納
付

も
で
き
ま
す
。

　

ご
相
談
を
予
定
さ
れ
て
い
る

方
は
、
事
前
に
納
税
課
ま
で
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
対
象
税
目
】「
市
県
民
税
」 「
固

定
資
産
税
」「
軽
自
動
車
税
」

日
時　
毎
月
第
３
日
曜
日
９
時

～
17
時

場
所　
市
役
所
２
階 
納
税
課

 

市
税
を
滞
納
す
る
と･･･

①
延
滞
金
の
加
算

　
市
税
を
滞
納
す
る
と
法
律
の

定
め
に
よ
り
延
滞
金
を
加
算
し

て
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

②
督
促
状
の
送
付

　
納
期
限
ま
で
に
税
金
が
完
納

さ
れ
な
い
と
、
法
律
の
定
め
に

よ
り
督
促
状
を
送
付
し
、
以
降

は
督
促
手
数
料
１
０
０
円
と
合

わ
せ
て
納
付
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

③
納
付
の
呼
び
か
け

　

法
律
で
は
「
督
促
状
を
発
し

た
日
か
ら
起
算
し
て
10
日
を
経

２
．
入
札
に
関
し
て
は
公
売
物

件
の
状
況
等
を
確
認
し
参
加
し

て
く
だ
さ
い
。

３
．
公
売
は
滞
納
税
の
納
付
等

に
よ
り
予
告
な
く
中
止
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

４
．
公
売
財
産
・
公
売
手
続
の

詳
細
に
つ
い
て
は
納
税
課
ま
で

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

過
し
た
日
ま
で
に
完
納
し
な
い

と
き
」
は
「
財
産
を
差
押
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
う
っ
か
り

忘
れ
や
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ

り
納
付
で
き
な
か
っ
た
場
合
を

考
慮
し
、
文
書
・
電
話
な
ど
に

よ
り
、
自
主
納
付
の
呼
び
掛
け

を
行
い
ま
す
。
納
税
の
呼
び
か

け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ご
相
談・

納
付
が
な
い
場
合
は
、
や
む
を

得
ず
財
産
調
査
を
行
い
、
差
押

え
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

④
滞
納
処
分
の
実
施

●
財
産
調
査

　
地
方
税
法
・
国
税
徴
収
法
の

規
定
に
よ
り
、
金
融
機
関
・
勤

務
先
・
取
引
先
な
ど
に
対
し
て
、

質
問
・
検
査
を
実
施
し
ま
す
。

●
差
押
え

　
地
方
税
法
・
国
税
徴
収
法
の

規
定
に
よ
り
、
土
地
、
建
物
、

預
貯
金
、
給
与
、
生
命
保
険
、

自
動
車
、
動
産
な
ど
の
差
押
え

を
実
施
し
ま
す
。

※
差
押
え
に
伴
い
、
自
動
車
の

タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク（
ミ
ラ
ー
ズ
ロ
ッ

ク
）
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

●
換
価
・
充
当

　
差
押
え
財
産
の
公
売
、
差
押

え
た
債
権
の
現
金
化
を
行
い
、

滞
納
税
へ
充
当
し
ま
す
。
滞
納

処
分
は
、
滞
納
税
が
な
く
な
る

ま
で
行
わ
れ
ま
す
。

　

浦
添
市
で
は
、
税
の
公
平
・

公
正
を
確
保
す
る
た
め
、
11
月

と
12
月
を
「
市
税
徴
収
強
化
月

間
」
と
し
て
、
沖
縄
県
と
共
に

市
税
の
納
付
推
進
を
強
化
し
て

い
ま
す
。 

市
税
は
住
み
良
い
浦

添
市
を
つ
く
る
た
め
の
貴
重
な

財
源
で
す
。 

市
税
の
納
め
忘
れ

が
な
い
か
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
納
期
限
内
に
納
付
を

　
納
期
限
内
に
納
付
が
な
い
方

に
対
し
て
、
督
促
状
や
催
告
書

の
発
送
、
電
話
催
告
な
ど
に
よ

り
自
主
的
に
納
付
を
し
て
い
た

だ
く
よ
う
呼
び
か
け
を
し
ま
す
。

そ
れ
で
も
納
付
や
相
談
が
な
い

場
合
は
、
沖
縄
県
と
浦
添
市

が
共
同
で
滞
納
整
理
を
行
い
ま

す
。

「
納
税
の
緩
和
措
置
」

　
病
気
や
災
害
な
ど
法
律
の
定

め
る
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
納
税
の

猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

納
期
限
ま
で
に
納
付
が
で
き
な

い
場
合
は
、
お
早
め
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

●
休
日
納
税
相
談
窓
口
を
開
設
中

　

納
税
の
相
談
を
し
た
い
が
、

　
浦
添
市
納
税
課
で
は
、
市
税

収
入
の
確
保
と
納
税
の
公
平
性

の
確
保
の
た
め
、
市
税
の
滞
納

処
分
に
よ
り
差
し
押
さ
え
た
財

産
（
不
動
産
）
に
つ
い
て
、
沖

縄
県
お
よ
び
県
内
各
市
町
村
と

合
同
公
売
を
行
い
ま
す
。

日
時　
11
月
11
日
（
火
）
14
時

場
所　
沖
縄
県
南
部
合
同
庁
舎 

５
階　
第
一
会
議
室

（
那
覇
市
旭
町
１
１
６
番
地
の

３
７
）

※
注
意
事
項

１
．
下
の
表
①
の
農
地
（
畑
）

に
つ
い
て
は
今
帰
仁
村
農
業
委

員
会
、
②
の
農
地
（
畑
）
に
つ

い
て
は
浦
添
市
商
工
産
業
課
で

発
行
す
る「
買
受
適
格
証
明
書
」

が
必
要
で
す
。

ス
テ
ィ
バ
ル
」
へ
の
ご
来
場
、

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

■
第
10
回
児
童
セ
ン
タ
ー
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル

日
時
　
12
月
13
日
（
土
）

12
時
～
16
時

場
所
　
浦
添
市
運
動
公
園
多
目

的
室
内
運
動
場

そ
の
他
　
当
日
全
児
童
セ
ン

タ
ー
は
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
た

め
一
日
休
館
と
な
り
ま
す
。
人

工
芝
の
為
、
ハ
イ
ヒ
ー
ル
等
で

の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

　
浦
添
市
に
は
、
各
小
学
校
区

に
１
つ
、
児
童
セ
ン
タ
ー
が
設

置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
児
童
セ
ン
タ
ー
で
は
、
０
歳

か
ら
18
歳
ま
で
の
児
童
と
、
そ

の
保
護
者
を
対
象
に
、
遊
び

を
中
心
と
し
た
様
々
な
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
日
頃
児
童
セ
ン
タ
ー
を
利
用

し
て
い
る
方
は
も
ち
ろ
ん
、
多

く
の
市
民
の
皆
さ
ま
に
児
童
セ

ン
タ
ー
の
楽
し
さ
を
知
っ
て
頂

く
た
め
、「
集
ま
れ
！
遊
び
の

宝
島
」
を
テ
ー
マ
に
、「
第
10

回
児
童
セ
ン
タ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
今
回
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で

は
、
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
実
施
の

コ
ー
ナ
ー
で
ス
タ
ン
プ
を
半
分

以
上
集
め
る
と
、
帰
り
に
は
か

わ
い
い
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
ゲ
ッ
ト

で
き
る
か
も
。
ま
た
、
会
場
内

で
は
「
大
型
壁
面
を
作
ろ
う
！

コ
ー
ナ
ー
」
が
あ
り
、
来
場
者

全
員
の
力
を
合
わ
せ
て
、
作
成

し
ま
す
。
閉
会
式
に
は
ど
ん
な

壁
面
が
出
来
上
が
る
か
・
・
・
。

　
最
後
ま
で
皆
さ
ま
が
楽
し
ん

で
頂
け
る
こ
と
間
違
い
な
し
の

「
第
10
回
児
童
セ
ン
タ
ー
フ
ェ

　
浦
添
市
で
は
、
子
育
て
と
就

労
の
支
援
対
策
と
し
て
病
児
・

病
後
児
保
育（
小
児
デ
イ
ケ
ア
）

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
事
業
は
、
病
児
お
よ
び

病
気
回
復
期
に
あ
る
児
童
を
、

家
庭
保
育
が
困
難
な
期
間
、
保

護
者
に
代
わ
っ
て
一
時
的
に
預

か
り
保
育
を
行
う
事
業
で
す
。

●
利
用
料
免
除
に
つ
い
て

　
市
内
在
住
者
で
、
生
活
保
護

世
帯
、
住
民
税
お
よ
び
所
得
税

非
課
税
世
帯
に
つ
い
て
は
、
利

用
前
に
手
続
き
を
す
る
こ
と
で

利
用
者
負
担
額
が
免
除
と
な
り

ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
市
役
所
２
階
児
童
家
庭

課
窓
口
に
て
、
免
除
の
申
請
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■平成 27 年度　市立保育所・認可保育園の入所申し込みについて　保育課（内線３６２２）

内容　平成 27 年 4 月から「子ども・子育て支援新制度」が始まります。新制度では、保護者の申請を受け、客観的な基
準に基づき、保育の必要性や必要量を認定します。平成 27 年４月以降の入所を希望される方で、新規申込や待機の状態
になっている方、在園されている方も全員、認定申請と入所申込の両方が必要となります。
※保育所などでの保育を希望される場合は、保育の必要な事由に該当することが必要です。事由の詳細については入所申
込書や市ホームページをご覧ください。
配布場所　市役所２階の保育課、認可保育園、子育て支援センター。市ホームページからダウンロード可。
申込受付期間　11月 28 日（金）まで※受入予定児童数については入所案内でお知らせします。

実施施設
○浦添総合病院　小児デイケア“もこもこ”☎ 942-6565

【利用時間】月～金曜日 ８時～18 時
　　　　　 土曜日 ８時～13 時
　　　　　 （日曜・祝祭日は休みです。）

【利用料金】４時間以内のとき・・・ 2,000 円
　　　　　 ４時間を超えるとき・・2,500 円
　　　　　 （昼食・おやつ代を含む）

※初回利用時は、かかりつけ病院・クリニックの診察を受け
て入室申込書を記入してもらってください。
※市外の方も利用できますが、料金が異なります。
利用する際は予約が必要です。直接、施設へ事前に問い合
わせください。
○詳しくは、市ホームページ「病児・病後児保育事業」をご
覧ください。

公売物件一覧
① ②

対象財産

所在：国頭郡
今帰仁村字湧川
手々原

地番：50番1
地目：畑
地積：1661㎡

所在：浦添市
大平3丁目

地 番 ： 2 2 9 番 
地目：畑
地積：1212㎡

見積価格 710,000 円 調整中
公売

保証金 80,000 円 調整中

滞納処分でタイヤロックをされた車

市税の納付には便利な
口座振替をご利用ください
一度手続きをすると、毎年、自
動的に口座から引き落としされ
ます。（口座解約などを除く）

※詳しくは、納税課まで問い合
わせください。

市
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

11
月
・
12
月
は
市
税
徴
収
強
化
月
間
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

納
税
課 

（
内
線
２
３
１
５
・
２
３
１
８
）

平
成
26
年
度 

不
動
産
合
同
公
売
の
お
知
ら
せ

■
問
い
合
わ
せ　

納
税
課 

（
内
線
２
３
２
２
・
２
３
２
４
）

お知らせ

お知らせ

第
10
回

児
童
セ
ン
タ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

■
問
い
合
わ
せ　

保
育
課
（
内
線
３
６
２
５
）　

病
児
・
病
後
児
保
育
事
業
に
つ
い
て

■
問
い
合
わ
せ　

児
童
家
庭
課
（
内
線
３
６
１
２
）

お知らせ

お知らせ

幼児コーナーで楽しそうに遊んで
いる様子 ポスターデザイン

仲西中３年 喜名 愛梨
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